
～障害福祉の動向と
グループホームについて～

・地域連携推進会議とは。

・グループホームの役割。

・つくしの家の紹介と事業報告。

グループホームあかつきつくしの家
地域連携推進会議



地域連携推進会議とは？

★地域の関係者が参加し、地域と施設等の連携を強化す

るための会議です。

①入居者と地域との関係づくり: 入居者が地域の一員として生活できるよう、

地域の人々との顔の見える関係を構築します。

②地域の理解促進: 地域の方々に対して、施設や入居者に関する理解を深めて

もらうことを目指します。

③サービスの透明性と質の確保: 外部の目を入れることで、事業所の運営の効

率化やサービスの質を向上させます。

④入居者の権利擁護：入居者の権利を守る為の取り組み。



地域連携推進会議が義務化された理由

近年、障害福祉サービスを提

供する事業者が増えてきてお

り、支援の質の確保が重要な 

課題となっている（サービスの

質が低く専門性が欠如してい

る事業所が増えつつある）。

なかでもグループホームは閉

鎖的になりやすいこと

が懸念されている。



『会議の構成員』
会議の構成員としては下記の方々が想定されており、有意義な意見交

換ができる人数として、5名程度が望ましいとされています。令和7年度
は会議実施初年度の為、多くの方々に施設について理解を深めていただ
く為に入居者家族は全ての方にお声をかける。 今後は代表者の選任、年
度交代制等を検討している。

≪構成員≫
・入居者本人
・入居者の家族もしくは、後見人や代理人
・地域の関係者（町会関係者、民生委員、商店会関係者等）
・福祉に知見のある人
・経営に知見のある人
・区市町村担当者



構成員の役割

入居者本人
住み心地、職員や他の入居者との関り、日常生活の支
援や地域との関りについて等の感想や要望を発信。

入居者家族
・環境面や本人の状態の確認。
・支援内容や運営についての確認。
・家族としての意見や要望。

地域の関係者 ・環境面や本人の状態の確認。
・入居者の想いの確認（悩みや要望、今後の希望等）。
・支援内容についての確認。
・職場環境の確認。
・地域との関りについての確認。
・その他、専門分野からの指導や助言等。

福祉に知見のある人

経営に知見のある人

区市町村担当者



？グループホーム（障害福祉サービス）って何？

障害者総合支援法という法律にのっとって整備された福祉サー
ビスのことを言う。

？障害者総合支援法って何？

正式名：障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

為の法律。

理 念：障がい者の人権を尊重し、地域において自分らしい生活

を送るとともに、社会活動に参加、活躍が出来るように支

援する。



障害福祉サービス

≪訪問系≫

・居宅介護

・重度訪問介護

・同行援護

・行動援護

・包括支援

≪日中活動系≫

・短期入所

・療養介護

・生活介護

≪施設系≫

・施設入所

≪居住系≫

・自立生活援助

・共同生活援助

（グループホーム）

≪訓練系≫
・機能訓練

・生活訓練

・就労支援A型

・就労支援B型

・就労移行支援

・就労定着支援

理念を実現させる為に整備されたのが障害福祉サービ
ス！！それぞれのサービスにはしっかり役割がある！



？グループホーム（共同生活援助）とは？

形態 支援内容

①外部サービス利用型 支援員を施設に配置しないアパートタイプ。介護が必要な方
はヘルパーを別途派遣依頼。自立を前提としたグループ
ホーム。

②介護 サービス包括型
※つくしの家令和6年度まで。

主として夜間において、共同生活を営むべき住居における
相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援
助を実施。

③日中 サービス支援型
※つくしの家令和７年度～。

昼夜を通じて、共同生活を営むべき住居における相談、入
浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施。



グループホームの役割、求められる機能
・生活の保障（独居困難、親亡き後等）

・地域生活支援（自分らしく生活する為の支援）

・自立訓練（1人暮らしが出来るように訓練等）

幅広い役割が求められ、入居者
が望む生活の実現と地域との繋
がりをサポートする重要な福祉
サービス！！

・地域移行の受け皿（長期入院者や施設入所者の受け入れ）



つくしの家の紹介

開業：平成30年4月1日

定員：10名（現在満床）

日中系サービス事業所つくしの

ご利用者が、親亡き後でも安心し

て暮らせる場所をつくって欲しい

といったニーズにお応えする為に

誕生（今年で8年目）。



つくしの家入居者の方々の想い

『つくしの家で楽しく安心した
生活をおくりたい！』

・外出にもっと行きたい！

・イベントを色々計画して欲しい！

・家族と離れると寂しい（不安）。

・以前出来ていたことが出来なくなってきた...。

・他者とのトラブルや悩みを抱えることがある（不安）。

・病院に行きたい。



入居者家族の方々の想い

・以前のように子供の面倒がみられない。

・体調がすぐれないことが多くなった。

・自分達親亡き後が心配。

・自身の生活で手いっぱい（自分の家庭、人生もある）。

・我が子の幸せを切に願う（楽しく、穏やかに）。

『家族が支えられなくなってもつくしの家
で楽しく穏やかに暮らしてほしい』



『令和7年度～新しい施設方針』

家族支援に頼らずとも、入居者それぞれが望む生活
の実現と、地域との関りが深められる施設作り！

①常時の職員配置の充実

・入居者に対する直接支援や相談援助をより手厚く。

②土日の活動の充実

・施設内のイベントや外出活動等を充実させる。

③入居者の地域生活支援の充実

慣れ親しんだ地域で、入居者それぞれが望む生活の実現（地域交流と社会参加）。



施設内の活動



地域生活支援



ご清聴ありがとうございました。
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